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　マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12ケタの番号（マイナンバー）を付して、社会保障・
税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する情報が同一人の情報であることを確認するこ
とで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

　マイナンバー制度は平成28年1月から始まります。その準備として10月から皆さんのマイナンバーをお知らせ
する通知カードを送付します。

　マイナンバーが記載された紙製のカードです。10月から住民票に記載されている住所に簡易書留で郵送されます。

　通知カードと一緒に郵送される交付申請書で申請された方に
発行されるマイナンバーが記載された写真付きの身分証明書で
す。各種手続きの際におけるマイナンバーの確認および本人確認
の手段として用いることができるほか、e-Tax（イータックス）等
各種行政サービスでの利用が予定されているプラスチック製の
カードです。
　カードは平成28年1月から市民課の窓口等で順次交付してい
きますが、手続きの詳細については、あらためてお知らせします。
※個人番号カードの取得は任意であり、申請のあった方にのみ
　交付します。

　会社が社員・アルバイト等に代わって保険、年金、税の手続きをする
際の書類にマイナンバーを記載する必要があります。そのため、勤務
先から本人および扶養親族のマイナンバーの提出が求められます。

　マイナンバー制度は、個人情報を1カ所に集めるものではなく、
それぞれの担当部署で別々に管理します。また、申請された方に交
付する個人番号カードのICチップにもプライバシー性の高い情報
は記録されず、細かい情報が知られることはありません。
※年金情報の漏えい事件が大きな問題となっていますが、マイナ
ンバー制度は、制度・システム両面からさまざまな安全策を講じる
こととしており、国では、今回の事件の原因究明を受けて、各種ガ
イドラインの見直しを行うほか、関係機関をあげて更なるセキュリ
ティ対策の強化を図ることとしています。

　平成29年1月からは国の行政機関等で、平成29年7月からは地
方公共団体で情報連携が始まり、年金、医療保険といった社会保障
手続きの際にマイナンバーを提示することで、住民票の写しや所得
証明書といった書類の提出が不要となり手続きが簡単になります。
※ただし、マイナンバーを使えるのは法律や条例に規定された分野
に限られるため、それ以外の手続きでは引き続き住民票の写し等の
添付が必要になります。

制度はいつから始まるの？

通知カードとは？

個人番号カードとは？

民間事業者もマイナンバーを扱うの？

個人情報が漏えいするのでは？

社会保障の手続きはどう変わるの？

　株式会社等の法人等に指定される1法人1つの13ケタの番号です。10月に国税
庁から登記上の本店所在地等に番号が通知されます。法人番号はマイナンバーと
異なり、どなたでも自由に利用できます。なお、法人番号は、法人の支店・事業所等
や個人事業者の方には指定されません。

　平成28年1月から、平成28年分の確定申告や法定調書等、税務署に提出する
書類にマイナンバー・法人番号の記載が必要になります。

石巻税務署からのお知らせ

マイナンバー制度コールセンター
☎ 0570-20-0178（全国共通ナビダイヤル）　※通話料がかかります。
受付時間　午前9時30分～午後5時30分（土日・祝日を除く）

マイナンバー制度ホームページ
内閣官房 　URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
国税庁 　　URL http://www.nta.go.jp/
石巻市　 　URL http://www.city.ishinomaki.lg.jp/　　　　　　　
　　　　　　　　　　cont/10102000/isge3/bangoseido.html

　　総務課（内線4037）問

税の手続きはどう変わるの？

法人番号とは？
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第31回石巻市美術展作品募集
と　　き　10月4日（日）～12日（月・祝）　午前9時～午後6時 
と こ ろ　河北総合センター「ビッグバン」アリーナ
資　　格　15歳以上の方（中学生は除く）
種　　目　日本画（水墨画含む）、洋画、書、彫刻、陶芸の5部門
作　　品　未発表のものに限ります。　搬入受付　全部門9月29日（火）午後4時～6時
出品点数　日本画・彫刻・陶芸部門1人2点以内、洋画・書部門1人1点
※開催要項および出品票は、各公民館、生涯学習課にあります。
問　生涯学習課　☎93-1910 ・ 河北総合センター「ビッグバン」　☎62-1120

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）についてお知らせします
10月から皆さんのマイナンバーを通知するカードが郵送されます。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

※現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限まで利用可能ですが、
個人番号カードの交付を受ける場合はその時に回収します。

○個人番号を記載しない
　→ コピーできる者に制限はない
　（本人同意等によりできる）

○個人番号を記載する
　→ コピーできる者は、行政機関や
　雇用主等、法令に規定された者に　
　限定される
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